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企画競争実施の公示

令和３年１２月２４日

国土交通省四国地方整備局

肱川ダム統合管理事務所長 清水 宰

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。

１．経営委託概要

（１）企画競争に付する事項

肱川ダム統合管理事務所における自動販売機の設置及び経営業務

（２）募集対象業者

上記（１）について自動販売機（飲料水の販売）の設置及び経営業務を

希望する者 １者

（３）募集対象施設の概要

①肱川ダム統合管理事務所庁舎

１．所在地 愛媛県西予市野村町野村８－１５３－１

２．自動販売機

1)設置面積 機械本体 約1,000mm×900mm

回収ボックス 約 400mm×500mm

2)台数 １台

3)給排水施設なし

4)入居官署職員数 約２０名

②肱川ダム統合管理事務所 鹿野川ダム管理支所庁舎

１．所在地 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂２８０

２．自動販売機

1)設置面積 機械本体 約1,200mm×900mm

回収ボックス 約 400mm×500mm

2)台数 １台

3)給排水施設なし

4)入居官署職員数 約１５名

（４）営業期間

令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。ただし、必要に

応じて、５年を超えない範囲で期間更新ができるものとする。

（５）営業の条件等

企画競争実施に係る説明書のとおり。

（６）利用状況

企画競争実施に係る説明書のとおり。

２．企画競争参加資格要件

企画提案書の提出者は、以下に掲げる要件を満たしていること。

①予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７

１条の規定に該当しない者であること。
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②令和１・２・３年度（平成３１・３２・３３年度）国土交通省競争参

加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ，Ｂ、Ｃ又はＤ等級に

格付けされた四国地域の競争参加資格を有する者（会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、競

争参加者の資格に関する公示（令和２年３月３１日付官報）に基づく

再申請の手続きを行ったものを含む。）であること。

③会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（「競争参加者

の資格に関する公示」に基づく再申請手続きを行った者を除く。）でな

いこと。

④企画提案書の提出期限の日から企画提案の特定通知を受ける時までに、

四国地方整備局長から指名停止を受けていないこと。

⑤法人の場合は、商業登記簿の目的欄に「飲料水の販売」に関する記載

があること。個人事業主の場合は、会社等概要の事業内容欄において、

「飲料水の販売」についての記載があること。

⑥企画提案書提出期限の日において、賃金や残業代の不払い、労使協定や就

業規則違反等により労働基準監督署から処分を受け、又は書面による行政

指導を受け、当該処分又は指導が継続中の者でないこと。また、過去３

年間に営業に関して贈賄等不法行為により起訴されていないこと。（法人の場

合は「役員」を含む。）

⑦企画提案書提出期限の日において、食品衛生法(昭和２２年１２月２４

日法律第２３３号）第５９条若しくは第６０条又は第６１条の規定に

よる処分を受け、又は書面による行政指導を受け、当該処分又は指導

が継続中の者でないこと。

⑧設置する飲料水の自動販売機については、「国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律」（グリーン購入法：平成１２年法律第１００

号）に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和３年

年２月）」の内、役務（飲料自動販売機設置）の判断基準を満たしてい

ること。

⑨警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準

ずるものとして、国土交通省発注公共事業等からの排除要請があり、

当該状態が継続している者でないこと。

３．企画提案書の評価項目及び基準

（１）業務の受注実績

（２）実施体制

（３）実施方針

※ 詳細は企画競争実施に係る説明書のとおり。

４．手続等

（１）担当部局

〒７９７－１２１２ 愛媛県西予市野村町野村８－１５３－１



- 3 -

国土交通省 四国地方整備局 肱川ダム統合管理事務所 総務課

ＴＥＬ ０８９４－７２－１２１１

電子メール skr-e7830@mlit.go.jp

（２）説明書の交付日時、場所及び方法

１）期間 令和３年１２月２４日（金）から令和４年１月２４日（月）ま

での土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、９時００分から１７時００分

まで。

２）場所 上記（１）に同じ。

３）方法 交付の請求は、交付場所に備え付けの交付申請書に必要事項を

記入し請求する方法、又は必要金額分の切手を添え、必要な説明書の種

類と申請者の住所氏名を明らかにし請求する方法による。

（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法

１）期限 令和４年１月２４日（月）１６時００分

２）場所 上記（１）に同じ。

３）方法 持参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メールによること。

（４）施設等見学

施設及び設備等の見学は随時受け付けるので、見学を希望する場合は、

事前に上記（１）の問い合わせ先に連絡（電話又は電子メール）のうえ、

その指示に従うこと。

（５）企画提案に関するヒアリングの有無

実施しない。

５．庁舎の使用許可期間

使用許可期間は、初年度は令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

とする。ただし、双方に特段の事情がなければ、許可期間は年度毎に更新す

ることとし、当該許可日から最長５年間まで更新による許可が受けられるも

のとする。

６．その他

（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

（２）関連情報を入手するための照会窓口 ４．（１）に同じ。

（３）企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。

（４）提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用はしない。

（５）企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該企画提案書を無効にする。

（６）特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律」（平成１１年法律第４２号）に基づき、開示請求があった場合、あ

らかじめ「開示」を予定している書類とする。

（７）提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定し

たものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関

係を生じるものではない。

（８）国土交通省競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記２．②に掲げる国土交通省競争参加資格の認定を受けていない者も、

上記４．（３）により企画提案書等を提出することができるが、競争に参加

するためには、企画提案書の提出期限のときにおいて、当該資格の認定を
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受けていなければならない。

（９）その他の詳細は企画競争実施に係る説明書による。


